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　1．はじめに
　周知のように，1970年代に入って1日コメコン諸国は西側先進諸国に対して貿

易収支の赤字を示すとともに，多額の債務累積問題を抱えていた（図1）。債

務の返済に当っては，例えば金の売却や石油の輸出による外貨獲得手段が考え

られるが，これら手段が有効なのはソ連に限られていたユ〕。金はおろか原燃料

に乏しい東欧諸国にとっては無縁であり，外貨不足に悩んでいるのが実状であっ

た。

　ところで，コメコン域内における決済状況はどうなっていたのであろうか。

本稿は，これまで考察してきたコメコンにみられた貿易価格制度の諸特徴2〕を

踏まえながら，今は昔，当時議論が活発に行われていた国際通貨性の問題に言

及し，当時コメコン諸国が抱えていた決済に関する諸問題に取り組んでみたい。

なぜコメコン域内に真の国際通貨が誕生し得なかったのか。域内決済用通貨と

して使用されていた「振替ルーブル（七ransferab1e　rub1e）」を取り上げ，その
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図1　旧ソ連・東欧諸国の対西側債務（1971～79年：純額）

（100万米ドル）

　　　ブルガリアチェコスロヴァキア束ドイツパンガリーポーランドルーマ＝ア　ソ連

（出所）CIA，National　Foroign　A昌se昌mont　Center，ふ亡圭肌α士圭η8SoU鉄α〃五αsf刃阯roμα兀

　　HαrdCH〃舳。ツ刀巴胱．ただし，Viema正nstituteforComparativeEconomioStudiesed．，

　　σ0M万COWF0月亙工GW冊λD互Dλ〃ユ980，The　Macmi11an　Pre昌昌Ltd．，1981，pp．473－

　　474より作成。

役割と地位を再検討する。振替ルーブルが誕生したのが1963年，そしてE　U

（当時E　C）で欧州通貨制度が発足しE　C　U（欧州通貨単位）が登場したのが

1979年であった。その後，活躍する経済圏こそ違うが同様の役割を担った両者

の運命は明暗を分けた。したがって，振替ルーブルが“E　Uのユー口”になれ

なかったこと，つまり名実ともに国際通貨となり得なかった原因を探ることに

本稿のねらいがある。

　2．振替ルーブルの誕生

　さて，「通貨の唯一の機能は決済にある」ミ〕というチコシュ・ナジの指摘に

基づくならば，決済に関して通貨が本質的に決済機能を果たすということ，言

い換えれば通貨がいかなる要素を有したとき，名実ともに決済機能を果たす国

際決済用通貨としての地位を得ることができるのかという疑問が浮かんでくる。

そして当時，ここに新しくコメコン域内における共通通貨たるr振替ルーブル」
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の誕生を迎えることになる。この新しく登場した振替ルーブルの機能とその役

割を明らかにすることで，先の疑問に対する答えを見つけることができるはず

であ乱その前にここでは，振替ルーブルが誕生するまでに行われてきた決済

方法を振り返り，その誕生の客観的必然性をみることにする。。

　ユ950年，戦後第2回目の通貨改革により，清算決済単位として「清算ルーブ

ル」の使用が採択された。主な決済方式は「双務清算制度」に基づいていたE〕。

この制度は，社会主義国間の双務的バランス化をはかることが主たる目的とさ

れ，決済期間や金額面においてある程度のスウィング幅が設けられた。しかし

バランス化の調整過程で，次のような問題が生じた。清算ルーブルは当該2国

問の相互決済のみにその使用が限定されており，この清算ルーブルを第3国と

のあいだの決済に使用する場合には，第3国の承認が必要であった。つまり，

当該2国間決済で生じた清算ルニブルによる受取り代金で，第3国から必要商

品の買付け及び債務の返済に自由に利用することができなかったのである。す

なわち，債権国（債務国）で生じた黒字額（赤字額）分を，それぞれ相手国か

ら金や外貨などの現金の形でぽなく，商品の輸入（輸出）によって賄われるシ

ステムをとっていた。これは，明らかに双務的バランス化を原則としており，

商品の受渡しによる残高の相殺システムにほかならない。しかし，当該2国間

にお互いに満足のゆく商品が存在するかどうかという問題も含めて，2国間べ一

スでのバランス調整が次第に困難となってきた・こうして，このような不便さ

を解消してくれるような，これに代わる決済システムを待たねばならなかった。

　1957年，コメコン会議第8回総会において，「多角清算方式」が採択され

た目〕。この多角清算方式は，これまでの双務清算方式で不便であった第3国と

の対応の仕方を是正するもので，双務清算で生じた残高を第3国との決済に振

り替えることができるようになった。つまり，当該2国問のうち一方の国へ割

当額を超えて商品を輸出した国は，第3国のいずれの国からもその超過額分だ

け商品を輸入すること可能となった点に特徴がみられる。こうして，2国問協

定によってバランスしなかった部分を多角決済で相殺できるようになった。し

かし，このように改善されたはずのこの決済方式も，逆にネックとなってしまっ
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た。というのは，実はこの方式は商品取引の主要な部分にまで及ばず，単に追

加的商品（もしくは特定商品）の取引に限られていたこと，換言すれば双務清

算においてバランスしなかった部分についてのみ機能するという，非常に制限

されたものとなっていたからである。この意味では，本質的に多角的決済シス

テム7〕とはいいがたく，双務清算方式のいわば補助的手段にすぎなかったとい

える。実際，あまり顕著な成果はみられなかった。

　ユ963年，「振替ルーブル目〕による多角決済および国際経済協力銀行（通称コ

メコン銀行）設立に関する協定」が調印され，翌年（1月1日）から実施され

た。この新たに登場した振替ルーブルによる「多角決済制度」は，コメコン銀

行の自己の勘定に振替ルーブルをもっている協定参加国ヨ〕が，ほかの任意の協

定国とのあいだの決済に自由に使用することができるようになった点に大きな

進展がみられる。したがって，これまで決済用通貨として使用されてきた清算

ルーブルは振替ルーブルに取って代わり，今後のコメコン圏内の国際決済用通

貨としての道を歩むことになっ㍍振替ルーブルの創設は，一方で外貨不足に

悩むコメコン諸国にとって少なからずその節約に寄与することをねらいとし，

他方で本来の目的である「社会主義諸国間の多角的決済機構の重要な要因の一

つ」川としてその任務の遂行を意図したものである。ただし，振替ルーブル

の使用はコメコン銀行加盟国に限られていた11〕。

　こうして清算ルーブルから振替ルーブルヘの移行は，いわばルーブルの国際

化の進展として捉えることができる川。ここに，多角的決済の促進を担って

登場した振替ルーブルの多角的決済機構をめざすコメコン圏内の共通通貨たる

国際決済用通貨としての誕生とその必然性が明らかとなっ㍍

　3．振替ルーブルの決済機能とその役割

　ア・ロートレイデェルによれば，ソ連ルーブルと振替ルーブルの相違は次の

ごとくである川。第一に，振替ルーブルはコメコン銀行加盟諸国の決済通貨

であり，ソ連ルーブルはソ連邦の国民通貨であり通貨単位である。第二に，振

替ルーブルはコメコン加盟諸国問の貿易取引及び信用の支払通貨であるが，ソ
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連邦内の流通に使用することはできない。逆に，ソ連ルーブルはコメコン銀行

加盟国に対し振替ルーブルによる貿易上の支払に直接利用することはできない。

第三に，振替ルーブルをコメコン銀行の勘定からソ連ルーブル等の各国国民通

貨に交換するとき，また国民通貨を非商業支払い振替ルーブル勘定に振り替え

るときは，公定レートに割増し（または割引き）を加えた換算率で行われ

る川。第四に，振替ルーブルの金含有量は，純金O．987412グラムと決められ

ているが，これはコメコン銀行加盟国の取り決めによって変更することができ

る。他方ソ連ルーブルの金含有量は，ソ連邦閣僚会議によって決定され必要に

応じて変更できる川。

　またヴェ・カルピッチは，清算ルーブルとも根本的に異なることを指摘し，

「振替ルーブルの経済的本質は，コメコン銀行加盟8ヵ国の決済において使用

される通貨であることにある」川と述べている。確かに，両者とも決済通貨

という点で機能は本質的に同じであるが，振替ルーブルが多角的決済機構確立

の一翼を担うという任務の点から清算ルーブルとははっきりと区別される。

　こうして，ソ連ルーブル及び清算ルーブルとの比較によって，振替ルーブル

の基本的性格はほぼ明らかとなった。すなわち，コメコン銀行加盟国問でのみ

通用する振替ルーブルは，「国際決済手段として購買手段の役割を果たすが，

また借入金の返済および借款の利子支払いに際しては支払い手段として機能す

る」川のである。しかし，振替ルーブルは現金の形ではなく，コメコン加盟

国の勘定に保有する資金の形であらわれ，いかなる取引の決済にも使用するこ

とができるという意味での外貨資金ではあるが，「他の任意の多角的決済加盟

国に，商品の購入およびその他の取引と関連した必要な支払いを行わせるよう

に保証する，その形成条件と特定の限界をもつ」川ものである。つまり，一方

で制約された性格を有しながらも決済手段としての役割を果たし，他方で支払

い手段としての顔をもつ振替ルーブルは，債務からの解放と外貨節約となるた

め創設当初のねらいの一つでもあった交換可能通貨の代役としての役割を部分

的に果たしていたといえる。

　では，実際に振替ルーブルはどの程度利用されていたのであろうか。振替ルー
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ブルが採用されて以来，決済取引総額の絶対額は十数年間で4倍に増大したも

のの，採用当初に比べると70年代後半に入って交換可能通貨の使用額が急激に

増えたため，取引額は双方で二分するまでになった川（図2）。ところで，振

替ルーブルによる多角的決済制度によって，これまでのように皇国間収支のバ

ランス化は必要でなくなり，多角的な，つまり総体的な国際収支だけを均衡さ

せれげよいことを意味する。しかし，「真の多角決済制度の可能性はまだ形式

的なものでしかなく，双務主義が支配している」川のが実状であった。

　このように，制度として形成されているにもかかわらず，振替ルーブルによ

る双務的決済が大きな比重を占めている原因の一つは，文字どおり従来よりコ

メコン域内貿易で支配的である双務主義に基づく双務的取引にあった川。本

来，多角的決済機構のめざすところは，協定参加国間の多角的ないしは総体的

バランス化にある呈＝〕。ところが，実際の取引は主に双務的取引で双務的バラ

ンス化をはかってきた・つまり，貿易収支のバランス化は双務的バランス化が

第一義的であった。しかし総体的バランス化よりも双務的バランス化をはかる

ことの方が容易であるとは一概に言えず，むしろ逆の場合の方が多いこともあ

る。それにもかかわらず，双務的決済が支配的である状況は，総体的バランス

化よりも双務的バランス化が優先されるコメコン域内貿易の在り方が反映して

いるといえ乱それゆえ，取引自体が双務的取引から多角的取引に取って代わ

らない限り総体的バランス化は期待できなかったb換言すれば，コメコン銀行

加盟各国は双務主義が支配している限り，一方で総体的バランス化をはかり，

他方で双務的バランス化を無視することができなかった，いわばジレンマに立

たされていたのである川。

　4．いわゆる交換性問題

　振替ルーブルによる多角的決済取引が不十分な結果であったもう一つの原因

は，振替ルーブル自体に求めることができる。そして，それはコメコン各国が

振替ルーブルを勘定に保有したがらない理由でもあった。T．キッシュは，当

時，「現在のところ，コメコンは真の社会主義世界貨幣をもっていない」川し，
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図2　振替ルーブル及び交換可能通貨1こよる決済取引
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またr形式的な振替ルーブルは，世界貨幣ではなくて，本質的には（単なる）

計算手段でしかない」川（括弧内は引用者）と厳しい指摘をしている。そもそ

も振替ルーブルは，多角的決済機構の一環として創設された訳であるから，ま

さにコメコン圏内の国際決済用通貨であることにまちがいないし，リージョナ

ルな意味での国際統一通貨をめざしていたことには変わりない川。しかし，

その使用もかなり制約されたものであり取引額も不満足な状態であった。振替

ルーブルに国際決済用通貨として欠けているものは何であったのか。その答え

をここでは，通貨の交換性に求める。

　さて，交換性の問題には，次の3つのケースが考えられ孔第一に，コメコ

ン各国通貨相互間の交換性，第二にコメコン各国通貨と振替ルーブルとの交換

性，そして第三に振替ルーブルと西側基軸通貨との交換性，である。このよう

に，ひとくちに交換性問題といっても振替ルーブルに限ったものではなく，究

極的にはコメコン各国通貨も同じ問題点に帰着する問題でもある川。ここで

問題というのは，振替ルーブル及びコメコン各国通貨に対して，交換性が付与

されていないということにほかならないが，通貨が交換性をもつということは，

簡単に言えば，ある通貨が他の任意の通貨と一定の比率で自由に交換できるこ

とを意味する。コメコン市場の商品は共通通貨である振替ルーブル建てで表示

されねばならないし，また各国通貨では決済できないため，その債権・債務も

当然振替ルーブル建てで表示されねばならない・したがって，各国通貨はいっ

たん振替ルーブルに計算し直されて決済されていた。このように，各国通貨か

ら振替ルーブルヘ，あるいは逆の手続きに際しては，通常公定レートにある換

算係数を用いて行われるが，この手続きは，あくまで帳簿上での交換（厳密に

は換算）であり，振替ルーブル建てで表示された金額（もしくは残高）を各国

通貨と交換し入手することはできない。

　また，こうした換算システムは，単一の為替レートが存在していないか，あ

るいは存在していても名目的なものにすぎないために行われる（表1参照）。

この意味では，交換性を有するということは，通貨問にある一定の交換比率が

存在することが必要条件であるともいえる。したがって，当該通貨に真の購買
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表1　1日コメコン諸国の対外為替レート
（ユ980年5月現在）

通貨単位 公定レート 非商業用レート

対ルーブル　1対米ドル 対ルーブル

ブルガリア レ　　　フ 1－301　0．8630 0．88

チェコスロヴァキア コ　ル　ナ 8．001　5．50 10．00

束ドイツ マ　ル　ク 2．46911　1．78 3，242ユ

バンガリー フォリント 28．00　1　32－6022 16．2250

ポーランド ズロチ 4．444401　3．031 21．2300

ルーマニア レ　　イ 6．67「　4．47 8．30

ソ　　連 ルーブル 一　1　0－6520 一

（注）ソ連の対外レートは一本。ハンガリーとルーマニアの対外レートは，1981年10月より一本化さ

　れれ非商業用レートは，社会主義諸国問の貿易外取弓1あるいは旅行者に適用されるレート。

（出所）Vienn耳工nstitute　for　Compar且tive　Ec㎝on］ic　Studie畠ed．，COM五COWF0月班GN珊λD五

　　Dλrλj980，The　Macmiuan　Pre日s　Ltd．，1981，p，48ユ，pp，483－484より作成。

力が反映されているかどうかといった点が非常に重要になってく乱つまり，

その購買力に基づいて設定される単一の為替レートが，できる限り実勢を反映

したものであるかどうかに関わってくるのである川。だからといって，統一

された単一為替レートの設定と交換性付与とは同一視すべきではない。なぜな

ら，単一為替レートの設定は必要条件ではあるが，これが直ちに交換性付与の

実現にっながらないからである。交換性をもつということは，もっと深遠なも

のなのである。いずれにせよ，当時のコメコン圏内でみられるところの交換で

きるという概念は，振替ルーブルがコメコン圏内の共通通貨であると同時に，

基準通貨であることを意味しているにすぎなかった。

　振替ルーブルに対する交換性付与の実現は，本来の準備通貨としての機能を

もつことであり，ここではじめて金に取って代わるものとなる。この意味では，

T．キッシュが述べているように，「社会主義世界貨幣は金と交換される必要は
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なく」川，差しあたり必要なのは国際通貨としてではなく，国際決済用通貨と

しての振替ルーブルに交換性が付与されることであった。コメコン圏内におい

て，名実ともに国際決済用通貨となるための条件が，まさにこれであった。お

そらく，交換性の付与によって振替ルーブルはますます魅力的な存在となり，

勘定としての保有を増大させる期待には大きいものがあった。もし，振替ルー

ブルに交換性が付与されたならば，その利用効果は大いに期待できるものとな

乱例えば，ある国が任意の相手国に対して生じた貸越部分における振替ルー

ブルの残高措置があげられ乱この残高の一部を第3国への支払いに振り替え

ることができたとしても，なお単なる帳簿上の黒字残高のままに終るおそれが

ある。その場合でも，もしこの残高分に相当する振替ルーブル表示額が国民通

貨に交換できるとすれば，それを別の取引に自在に活用でき，いたずらに帳簿

上のこげっきのままにしておかなくて済む。こうして，多角決済における振替

ルーブルのより広範かっ円滑な利用効果をあげることができるという訳であ乱

　また交換性付与へのアプローチとして，例えばハンガリーやボーランドで提

案されたものがある。それによると，商品を「自由化された範躊」と「自由化

されない範晴」とに分けて，振替ルーブルに設けられた諸制限を徐々に取り除

きながら自由化し，部分的に漸次交換性を付与していくという方法である川。

さらに交換性が付与されるに当っては，コメコン市場に必要な商品の存在する

ことが要求される。言い換えれば，入手可能な必要商品が存在してはじめて交

換性付与の有効性が発揮できるのである。ユ976年の国際経済協力銀行（IBEC）

の第43回総会では，振替ルーブル建て多角決済制度の非加盟国への適用拡大が

採択されたが，振替ルーブルヘの交換性付与が実現されない限り，多角的決済

制度の促進も望めなかったし，その逆も黙りである。

　これまで通貨的側面からのみの考察ではあったが川，交換性の問題を論じ

るということ，すなわち交換性付与の実現可能性は，結局のところ貿易価格制

度における諸問題や為替レート設定にまつわる諸問題の解決もしくは改善にか

かっていた。だが，実際問題としてコメコン市場では，世界市場価格の採用と

その乖離，国内価格と貿易価格の分断，複数為替レートの存在と実勢からの乖
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離といったさまざまな諸問題を抱えていたコメコン諸国にとって，交換性への

道もなかなか容易ならぬことをすでに物語っていた川。

　5．結びにかえて

　振替ルーブルは“E　Uのユー口”になれなかった一がってハンガリーの大

蔵大臣I．ヴィンツェ氏が『ユーロマネー誌』（1975年6月号）の中で，振替ルー

ブルが西側基軸通貨と完全に交換可能となるには10～15年かかるであろうこと

が述べられていた川。そもそも振替ルーブルが創設された当初のねらいは，

振替ルーブルによる多角的決済機構の確立と外貨（交換可能通貨）の節約にあっ

れしかし，2つの任務を背負って誕生した振替ルーブルであったが，当初の

目的（少なくとも後者の点では一役買ったが）を果たせないままその役割に幕

を閉じた。

　本稿の課題は，振替ルーブルが名実ともにコメコン域内の真の国際決済用通

貨となり得なかった原因を探ることにあったが，分析対象期間が1970年代を中

心とした極めて限定的なものであったため，域内域外を問わずすべての見解を

取り上げることはできなかった。しかし国際通貨性の問題については，当時論
じ一

轤黷ﾄいた主要な見解はほぼ網羅できたのではないかと自負している。そし

て，いわゆる交換性をめぐる問題は，当時双務主義が支配的であったコメコン

市場において，その基本的問題は変わることなく，またそれにまっわる諸問題

が未解決のままコメコン解体に至ったことも事実である。

　今年（2004年）5月1日，ビシェグラード諸国（ハンガリー，ポーランド，

チェコ，スロヴァキア）はE　Uに正式に加盟した。これら中欧4ヵ国は，やが

てユー口導入の時期がやって来る。大方の予想では，早ければ2010年頃になる

とのことである。振替ルーブルに別れを告げて久しい中欧諸国にとって，ユー

口との出会いをどのような気持ちで迎えるのであろうか。そして，いかなる課

題が待ち受けているのであろうか。次稿の考察に委ねたい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

王）当時，ソ連経済研究者のM．ケイザー氏の報告によると，1978年のソ連の金売却量

は約450トンで，それによる外貨収入は約29億ドルと推測している。また，米国中央

情報局（C1A）の専門家の報告では，金売却量約430トン，外貨収入36億7，OOO万ド

ルとなっている。ちなみに米国財務省筋による1979年の金売却予想では，250～270ト

　ンと推測されている（「外貨獲得の切り札「金」『日本経済新聞』1979年（昭和54）11

月7日付）。

　またソ連貿易統計集（1980年度）によると，1980年度の西側先進諸国への輸出金額

に占める石油及び石油製品の書1」合は56．6％で，約108億ルーブル（公定レートで換算し

て約ユ66億ドル）であったといわれている。当時ソ連にとっては石油が外貨獲得源と

なっていたことが分る（小川和男「オタワ・サミット後の東西貿易展望」『世界経済

評論』1981年10」弓号，17～ユ8頁）。

2）当時のコメコンにおける貿易価格制度の特徴については，拙稿「1日C　M　E　Aの貿易

　システムと外国貿易一世界市場価格との連関をめぐって一」『中・東欧の貿易と技術

に関する序論』（愛媛大学経済学研究叢書13），2004年，第1章3を参照されたい。

3）Csik6s－Nagy［2］p．301．

4）決済方法の歴史的推移については，ア・ロートレイデェル「振替ルーブルの性格と

役割について」（イ・アイゼンベルク［11コ所収），240～244頁参照。

5）ルーブル建てによる清算決済方式については，エフ・フィストロワ「国際決済にお

けるルーブル」（イ・アイゼンベルク［10］所収），197～208頁に詳しい。ルーブルの

米ドル・リンク制から金・リンク制への移行に伴って，金含有量は1ルーブル＝O．222

168グラムと決定され，またルーブルの対外レートは1ドル＝5．3ルーブルから1ドル＝

4．Oルーブルに切り上げられている（金含有量：ユドル＝O．888672グラムから，1ドル＝

　1ルーブルxO．888672グラム／O．222168グラム＝4，Oルーブル）。

6）多角的貿易協定の多くは3国間協定であり，その決済は2国問協定と同様に清算方

法で行われた。例えば，その方法の一つをあげると，11〕C国は協定に参加したA・B

両国のうちのA国に自国の工業製品を輸出すると，（2）B国からそれと同額の商品を受

け取り，一方13〕B国にはA国がその商品供給に見合う自国商品の輸出によって相殺す
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る方法である。下図参照（（1ト13）は，清算1順序を示す）。ヴェ・カルピッチ「コメコ

ン諸国の通貨・金融関係の発展」（イ・アイゼンベルク日11］所収），252頁参照。

12）C→A輸出と同額の商品

7）ヴユ・カルピッチは，「外国貿易の多角性は，相互間貿易の商品構造の諸国間にお

ける多角的調整であり，決済関係の多角性はこの基礎の上に各国がその国際収支を均

衡化する可能性である」と述べてい乱同上書，255頁。

8）戦後第3回目の通貨改革（1961年1月実施）により，！ドル＝O．9ルーブル（エルー

　ブルxO．888672グラム／O．987412グラム）となった。ただし，このとき10分の1のデ

ノミネーションが行われたため，1ドル＝9ルーブル。前回の1ドル＝4ルーブルか

　ら実質的には，約55．6％（（9－4）ルーブル／9ルーブル＝O．555…　　）のルーブル切

　り下げということになる。

9）これら協定参加国の出資割当額は，次のごとくである。

　1974年末現在（単位：百万振替ルーブル）　　（注）出資割当額は，各国のコメコン域内の

ブルガりア

チェコスロヴァキア

束ドイツ
パンガリー

ポーランド

ルーマニア

ソ　　　連

モンゴル

17

45

55

21

27

16

116

　3

　輸出取引高の実績に比例して定められた

　ものである。

（出所）田中壽雄r東欧諸国の銀行制度とぞ

　　の特質」国際経済学会編「自由貿易と

　　地域主義一多角的自由無差別原則の

　　再検討一」世界経済研究協会，1977

　　年，136頁。

ユO）ア・ロートレイデェル，前掲書，245頁。

ユ1）当時のコメコン各国の対外決済方法は，次のとお㌦

　　1．振替ルーブルによる決済1コメコン諸国相互間
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　　2．清算ルーブルによる決済1コメコン以外の社会主義諸国（対中国，北朝鮮，北

　　　ベトナム）

　　3．清算ドルによる決済1対キューバ及びユーゴスラビア

　　4．国民通貨による決済：対キューバ及びアジア社会主義諸国と発展途上諸国

　　5．交換可能通貨による決済：対中国及び西側先進諸国（通貨は米ドルが大半を占

　　　めていたが，フランス・フラン，イタリア・リラなども用いられた）。

12）本来，ルーブルの国際化が事実上達成されるのは，国民通貨としてのルーブルに交

　換性付与が実現されるときであり，ルーブルがソ連邦の国民通貨であると同時に，文

　字どおり国際通貨となるときである。ただ，ここで注意しておきたいことは，当時の

　コメコン圏内の国際決済用通貨としての振替ルーブルに交換性が付与され名実ともに

　国際化の道を歩むことが，単なる国民通貨であるルーブルの国際化をも意味すること

　には直接結びつかない．ということである。本文中でいうルーブルの国際化とは，「清

　算ルーブル」から「振替ルーブル」への移行に伴う，より合理的な決済機能面の前進

　を意味していることにすぎないこキを付言己しておきたい。反面，改正以降ルーブルの

　過高評価が問題となっており，当時過高傾向が促進されていた。ルーブルの国際化に

　ついては，田中壽雄『ソ連・東欧の金融ペレストロイカ」東洋経済新報社，ユ990年，

　第3章「ルーブルの国際化」を参照されたい。

ユ3）ア・ロートレイデェル，前掲書，244～245頁参照。

ユ4）コメコン各国における非商業用の対振替ルーブル・レートは，次のとおり。

　　（1978年1月ユ日現在）

　　ブルガリア　　　　　2．02

チェコスロヴァキア　　23．OO

東ドイツ　　　7．36

ハンガリー　　　　33．92

ポーランド　　　　45．31

ルーマニア　　　　19．09

ソ　　　連　　　　　2．30

　（出所）Twass［ユ］p、ユ82

15）振替ルーブルとソ連ルーブルは，同一の金含有量（0．987412グラム）をもつという
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　ことから等価である。したがって公定レートに関しては，両者は等価である。すなわ

　ち，r商業取引については，振替ルーブル以外の相場はないのだから，振替ルーブル

　相場が即ルーブル相場となる」（鈴木［ユ5］29頁）から，振替ルーブルの価値安定性

　はルーブルのそれであるといえる。したがって，ルーブル・レートに対する過高評価

　は振替ルーブルに対する過高評価となる。

16）イ・アイゼンベルク［11］256頁。

ユ7）同上書，・203～204頁。振替ルーブルの価値尺度機能及び支払い手段としての機能に

　関して否定的見解が多くみられる。例えば，J．ヴェソ月フスキは次のように述べてい

　乱「（決済手段としての）共通通貨は，…　　その購買力が金平価に等しくなければ

　ならないことを意味する。…　　しかし，現行価格表示の振替ルーブルの実質購買力

　とその金平価との不均衡が一段と拡大している現状では，振替ルーブルは適正に価値

　尺度機能を直接果たしていない」（括弧内は弓1用者，Kiss　ed．［9］pp．205－207，邦訳

　208～211頁）。さらに，貿易協定における取引の双務的バランスと多角決済制度とに

　存在する基本的矛盾を指摘し，「振替ルーブルの支払い手段の機能を事実上果たして

　いない」（｛M．，p．208，邦訳212頁）としている。

　　またA．ツワスは，振替ルーブルを価値尺度にする試みが失敗に終った点を次のよう

　に説明している。「通貨の機能は市場のカテゴリーである。したがって，通貨の機能

　は市場においてのみ存在することができる。ところが，計画経済においては，通貨の

　市場機能を創り出すことはできない。（なぜなら）単なる計算を通じて通貨機能を創

　ることは不可能だからである」（括弧内は引用者，Zwass［1コpp．164－165）。さらにツ

　フスは，清算通貨の限られた機能という観点から振替ルーブルの通貨としての不完全

　性を指摘して，「振替ルーフ年の不完全性はコメコン銀行の信用関係において，ばつ

　きりとあらわれている。（つまり）信用は，一方の輸入可能性を拡大することによっ

　て他方の輸出を促進することができる倉1」造的価値ではなく，信用はむしろ不断の貿易

　の流れを維持するために用いられた技術的な一時しのぎ（stopgap）にすぎない」（括

　弧内は引用者，洲d．，p．166）として，振替ルーブルの佐伯尺度機能の失敗に続いて

　一般的支払い手段になることにも失敗した点を指摘している。

18）ア・ロートレイデェル，前掲書，247頁。
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19）交換可能通貨による取引が高い比率を占めている原因としては，貿易商品構造との

　関係から説明できる。すでに拙稿で考察したように，貿易商品を「ハード商品」と

　「ソフト商品」に区分した場合，前者が交換可能通貨圏で潜在的な市場性を有してい

　るのに対して後者はそれを有さない傾向にあること（Hewett［3］p．61），さらにコ

　メコン域内ではソフト商品の生産は有利であるが，ハード商品の生産は不利であると

　みなされる傾向にあること（P6csi［6］p．143）などから，輸出入商品構成比に占める

　ハード商品の割合が高くなるためであ乱K、ペチの計測結果によると，1970年代中頃

　のハンガリーにおいて，ハード商品は輸出品の60～70％，輸入品の70～75％を占めて

　いたといわれている（1舳．，p．143）。拙稿「1日CM　E　Aの貿易価格システムと外国貿易一

　世界市場価格との連関をめぐって一」，前掲書，第1章3（2）を参照されたい。

20）T．キッシュ，名高訳［14］265頁。例えば，当時の「振替ルーブルによる多角決済

　も決済全体の4％程度にすぎない」（鈴木［15］26頁）といわれており，またケイザー

　氏は「コメコン域内決済手段としての振替ルーブルは，これまでのところ失望すべき

　状態にある。過去4年間，振替ルーブルは2国間決済に主に使用され，本来の目的で

　ある多国間決済の振替ルーブルの採用は，域内取引のわずか1．5％という低され…

　これは，つまり振替ルーブルが名目的なもので…　計算単位でしかない」（「ケイザー・

　オックスフォード大学教授に聞く」『日本経済新聞」1977年（昭和52年）9月2日付）

　と，かなり厳しい指摘をしている。

21）ヴェ・カルピッチによると，多角的貿易の発展の抑制要因として，次の点を指摘し

　ている。l1性産の特化と協同化の水準に上昇のテンポが高まらないこと，12）多角的取

　引の対象となる商品が十分に生産されないこと，（3〕それら商品の品質が外国市場の要

　末に合わないこと。ヴェ・カルピッチ，前掲書，257～258頁。

22）またヴェ・カルピッチによれば，多角的決済制度の本来的職分は，次の5つの短期

　信用をコメコン加盟国の公認銀行に振替ルーブルで供与することにあるとしている。

　すなわち，その短期信用とは，①銀行の自己資金②当座勘定及び加盟国の一時的余剰

　金による決済③季節的信用④計画外信用⑤取引の拡大及び国際収支均衡のための信用，

　である。同上，256～257頁。

23）例えば，東欧諸国の対ソ連貿易において，経常収支の赤字にもかかわらず双務主義
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　に基づく双務取引を維持しなければならない理由は存在するのかという疑問が当然浮

　かんでくるが，これは」般的に多国間貿易の均衡をはかるよりも2国問貿易の均衡を

　はかることの方がより容易であるからであり，したがって，これを原則とする双務主

　義の下で取引が行われてきたことにほかならず，これ以外に双務取引が持続されるべ

　き理由は考えられない。それゆえ，ここではむしろ多角的決済機構の未成熟性のため

　であると捉えるべきであろう。またこの問題は，双務主義から多角主義への移行のメ

　リット・デメりットにも関わってくることは言うまでもない。

24）25）T．キッシュ，名高訳［14］269頁。

26）ここで注意しておきたい点は・．そもそも振替ルーブルを本来的な国際通貨としての

　地位をめざしたものであるかどうかということである。当初の目的が振替ルーブルに

　よる多角決済機構の創設をめざしたものであり，交換可能通貨の節約のために創設さ

　れたものであったことを想起されたい。ただ，少なくともリージョナルな意味での国

　際統一通貨をめざして，当時その努力が払われていたことは事実のようでである（エ

　ス・ボリソフ，梅津・箕輪訳［12］67～70頁参照）。したがって鈴木氏が指摘してい

　るように，振替ルーブルを「グローバルな範囲で通用する国際的通貨と同じディメン

　ションで考えること自体が間違っている」のであり，「グローバルな国際通貨の代位

　物」として捉えるべきであろう。鈴木［16］160～161頁参照。

27）田中［17コ88頁参照。なお，1971年7月ブカレストで開催された第25回コメコン総

　会で採択された「社会主義統合計画（Compユex　Programme　for　Socia1ist　Integration）」

　では，「金」との交換性については一切触れられていない。なおこの統合計画の目標

　は，「共通の投資，共通の企業及び共通の企業合同において振替ルーブルがもっと主

　要な役割を果たし，ついには振替ルーブルを西側の通貨と交換しうる完全な交換可能

　ルーブルにすることに置かれている」（同上書，89～90頁）。

28）当時，ルーブル相場（したがって振替ルーブル相場）が西側基軸通貨に対して過高

　評価にあり，他方コメコン各国通貨の相場がルーブル及び西側基軸通貨に対して過高

　評価傾向にあったことはすでにみてきたが，実際には公定レートに為替乗数（eX－

　change　mu1tipユier）を乗ずることによって過高評価されている為替レートの是正がは

　かられた。なお，為替レートと為替乗数の関係については，鈴木［工5］30～31頁に詳
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　しい。

29）T．キッシュ，名高訳［14コ269頁。

30）田中［17］87頁参照。

31）多角決済制度に関する行政モデルの観点からの検討については，名島修三「行政モ

　デルの国際通貨論批判」（名島［18コ所収）を参照されたい。名島氏によれば，振替ルー

　ブルが金や西側基軸通貨・コメコン各国通貨との交換性をもたないということから，

　コメコン通貨制度は域外・域内の二重の意味で孤立している，いわゆるエムベース通

　貨体制の二重の孤立性を指摘している。

32）振替ルーブルをはじめとするコメコン各国通貨に交換性が付与されるということは，

　決済用通貨としての振替ルーブルそれ自体の存在が必要でなく・なるということ，言い

　換えれば，振替ルーブルでなくなることが振替ルーブルの発展につながるという自己

　矛盾に陥ることをここで明記しておかねばなる幸い。

33）田中［17コ88～90頁に紹介されているので参照されたい。
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